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平成１６年４月９日開催の当社取締役会において、当社第５９期定時株主総会で承認されました商法
第２８０条ノ２０および第２８０条ノ２１の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権について、
具体的な発行内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新株予約権の行使に際しての払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の発行予定
日である平成１６年４月２０日に決定する予定です。

1. 新株予約権の発行日 平成１６年４月２０日を予定

2. 新株予約権の発行数 １，２３５個 (新株予約権１個につき1,000株)

3. 新株予約権の発行価額 無償

4. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式　　　　１，２３５,０００株

5. 新株予約権の行使時の払込金額 未定

6. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額の総額 未定

7. 新株予約権の行使期間 平成１８年４月１日から平成２０年３月３１日まで

8. 新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権の割当を受けた者は、当社および当社子

会社の常勤取締役、執行役員または社員たる地位を

失った後も、権利を行使することができる。

ただし、懲戒解雇に該当する事由が発覚した場合は、

権利を喪失する。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は

認めない。

③ 新株予約権の質入れ、その他一切の処分は認めない。

④ その他の条件については、当社第５９期定時株主総会

および平成１６年４月９日開催の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する契約に定め

るところによる。

9. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価額のうちの資本組入額 未定

10. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。た

だし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、

新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。

11. 新株予約権の付与対象者 当社および当社子会社の常勤取締役、執行役員および社

員

合計　５３９名

【ご参考】

(１)定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成１６年２月１２日

(２)定時株主総会の決議日 平成１６年３月３０日

平成１６年４月９日

記

以　　上

各 位

ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


